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令和７年度神奈川県サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者・相談支援従事者 

専門コース別研修「就労支援」追加募集 募集要領 

 

１ 目的 

サービス管理責任者研修事業実施要綱（平成18年８月30日付け障発第0830004号厚生労働省社

会・援護局障害保健福祉部長通知別紙。以下「サビ管国要綱」という。）に定めるサービス管理

責任者研修に令和４年度より位置づけられた「専門コース別研修（就労支援）」及び相談支援従

事者研修事業実施要綱（平成18年４月21日付障発第0421001号こども家庭支援局長、厚生労働省

社会・援護局障害保健福祉部長通知別紙。以下「相談国要綱」という。）に定める相談支援従事

者研修に位置づけられた「専門コース別研修（就労支援）」を実施する。 

両研修を合同で実施することにより、指定障害福祉サービス事業所等において配置が義務付け

られているサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者に就労支援の専門的な技術習得の機会

を確保し、サービス提供の質の向上を図ると同時に指定相談支援事業所等において相談支援業務

に配置が義務付けられている相談支援専門員に就労支援の専門的な技術習得の機会を確保し、サ

ービス提供の質の向上を図る。 

 

２ 実施主体 

神奈川県（特定非営利活動法人 シーガル研修・研究機構に委託して実施します） 

 

３ 日程・会場・募集定員 

 サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者 

コース 募集定員 日程 会場 

SS1 

コース 
29 名 

令和 8 年 1 月 19 日(月) 

9:30～19:30 
ウィリング横浜 

 

横浜市港南区上大岡西 1-6-1 

ゆめおおおかオフィスタワー内 

 

SS2 

コース 
35 名 

令和 8 年 1 月 20 日(火) 

9:30～19:30 

SS3 

コース 
39 名 

令和 8 年 2 月 3 日(火) 

9:30～19:30 

SS4 

コース 
43 名 

令和 8 年 2 月 4 日(水) 

9:30～19:30 

SS5 

コース 
42 名 

令和 8 年 2 月 25 日(水) 

9:30～19:30 

おだわら市民交流センターUMECO 

 

神奈川県小田原市栄町一丁目１番

２７号 

SS6 

コース 
42 名 

令和 8 年 2 月 26 日(木) 

9:30～19:30 

SS7 

コース 
51 名 

令和 8 年 3 月 12 日(木) 

9:30～19:30 

ユニコムプラザさがみはら 

 

神奈川県相模原市南区相模大野３

丁目 3 番 2 サウスモール 3 階 

SS8 

コース 
52 名 

令和 8 年 3 月 13 日(金) 

9:30～19:30 

 

相談支援従事者 

定員は SS1 コースから SS8 コース合計５０名となります。 
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＜留意事項＞ 

・SS1～SS8 コースのうち、お一人につき 1 コースのみお申し込みできます。 

・終了時間は変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。 

 

４ カリキュラム（後頁参照） 

当研修は、サビ管国要綱で定める「サービス管理責任者専門コース別研修」及び「児童発達支

援管理責任者専門コース別研修」の標準カリキュラム及び相談国要綱で定める「専門コース別研

修」の標準カリキュラムに基づき実施します。 

【研修方法】以下すべてを修了する必要があります。 

・講義視聴：e ラーニング（インターネット上の動画配信）を視聴。 

・事前課題：演習に向けた課題に回答。 

・演習  ：会場での集合演習。 

 

５ 受講料 ： 5,500 円（税込み） 

・受講料の振込方法は請求書に記載してあります。 

・受講料については、いかなる理由があっても返金できませんのでご注意下さい。 

・受講料の振込手数料、研修受講にかかる通信費や交通費等は受講者負担となります。 

 

６ 受講対象者（受講資格） 

・神奈川県内に在勤する者のうち、次の条件に該当する者を優先的に対象とする。 

 サービス管理責任者・児童発達支援管理 

ア サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者として、神奈川県内の障害福祉サー

ビス事業所等に配置されている者 

イ 補足研修及び基礎研修を修了している者 

（サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者として今後配置される予定の者） 

※実践研修修了者及び更新研修修了者を含む 

ウ 前２項の他、障害者の就労支援に関心のある障害サービス事業所等の従事者 

エ その他県が必要と認める者 

相談支援従事者 

 オ 指定相談支援事業所等において相談支援業務に従事（地域生活支援事業実施要綱に規定す  

   る障害者相談支援事業又は基幹相談支援センターにおいて従事した期間を含む）しており、 

   一定の経験を有する者。具体的には初回の現任研修では、過去５年間に２年以上の相談支 

   援の実務経験があること、２回目以降の現任研修では、過去５年間に２年以上の相談支援 

   の実務経験があること又は現に相談支援業務に従事していること 

カ 前項に当てはまらないが、相談支援従事者初任者研修を修了し、現在まで資格が継続され

ており、指定相談支援事業所等で、現在、相談支援業務に従事している者 

 

７ 申込について 

（１）申込方法 

当機構のホームページからのみとなります。 

通信環境等の関係でホームページよりお申込みできない場合は当機構までご連絡ください。 

（２）申込ホームページ 

次のホームページからお申込みください。 
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   https://www.stro.or.jp 

（３）申込最終期限 令和８年２月２７日（金）１３：００まで   

コース毎に締切日が異なります。演習日の２週間前の１３時が各コースの申込期限となり

ます。 

申込期限までに当機構 HPにてお申込いただいた分が有効となります。申込期限をすぎます

と、申込フォームに入力中であっても申し込みできなくなりますので時間に余裕をもってお

申し込みください。 

（４）ご注意いただくこと 

・申込後、申込内容確認用メールをお送りします。こちらは申込内容の確認にご利用ください。 

・お申し込み後、郵送いただく書類はありません。 

・複数のお申し込みがあった場合、最後のお申し込みのみが有効となります。 

・申込内容に不備等があった場合、メールにて不備内容をご連絡し、ご回答いただきます。期

限までにご回答いただけない場合は選考から外れることがあります。 

 

８ 受講者の決定 

・お申し込み順に受講決定となります。こちらは神奈川県と協議のうえ、事前講義等の時間を

考慮した結果、申込順位に受講決定とすることとなりました。 

・お申し込み内容を確認後、不備等がない場合は受講決定のメールを順次お送りいたします。 

・メールは申込み時に記載のあった選考結果連絡先にお送りします。お申し込み後３営業日以

上経過してもメールが届かない場合は当機構までご連絡ください。 

 

９ 請求書・受講決定通知 

・受講決定となった場合、選考結果連絡先メールアドレスに受講決定通知、請求書のダウンロ

ード用ページのアドレスをお送りします。こちらよりダウンロードをしていただきます。 

・請求書に記載された期日までに受講料をお支払いください。期日までに当機構にてお支払い

を確認できない場合、受講ができなくなります。 

 

10 修了証書、修了者名簿の管理 

・研修カリキュラムを全て修了した者に修了証書を発行しますが、上記６のウ及びエに規定す

る対象者のうち、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者 基礎研修の受講要件を満

たさない者、カに規定する対象者であり、相談支援従事者現任研修の受講要件を満たさない

者には発行いたしません。 

・県は研修修了者名簿（修了証書番号、氏名、生年月日、所属等）を管理します。また、事業所所

在地の市町村に研修修了者の情報を提供することがあります。 

・次に該当する場合には、修了証書は交付しないことがあります。 

（１）演習に出席した者が次のいずれかに該当した場合 

ア 遅刻、早退をした場合 

イ 著しく受講態度が悪く（私語、居眠り、携帯電話、パソコン、タブレットの使用等）繰り

返し注意されていた場合 

 

11 個人情報の取扱い 

  申込みに係る書類等に記載された個人情報については、下記に基づき適正な管理を行い、本

研修事務及び研修修了者名簿の管理以外の目的に使用することはありません。 

・受講申込者の申込情報及び、研修修了者の名簿等個人情報は、厳重に管理し研修以外の目
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的で使用しない。なお、研修修了者は修了者名簿に登載し、神奈川県に提出するものとす

る。 

 

12 その他留意事項 

（１）虚偽の内容により申込みをした場合は、修了証書交付後であっても、修了の取消し等の措置

をとることがあります。 

（２）会場等への来場の際は、通勤時間帯による混雑や天候等を考慮の上、ご来場ください。電車

遅延等での遅刻は認められません。 

（３）自然災害（台風等）及び事故等が発生した場合、開講が危ぶまれる時には、研修前日から当

日の午前７時頃迄に、当機構のホームページ (https://www.stro.or.jp) において段階的

にご案内いたしますのでご確認ください。 

（４）当研修では、国、県、会場等の指示により感染症対応が必要な場合には、指示にしたがい感

染症対策を行います。そのため健康チェックの実施、演習方法の変更、日程の変更・中止と

なる場合がございますのであらかじめご承知おきください。また当機構からも社会状況や研

修の実施方法等を踏まえ、感染症対策を実施することがあります。 

（５）研修の実施方法等、変更等が発生した場合は当機構の HP（https://www.stro.or.jp）にて

掲載いたしますのでご確認をお願いします。 

 

13 問合せ先（本研修の申込み等に関する問合せ先） 

特定非営利活動法人シーガル研修・研究機構 

〒242-0021 神奈川県大和市中央2-1-15 パークロード大和４C 

電話：046-240-1961 FAX：046-240-1962 

ホームページ：https://www.stro.or.jp 

 

問合せ先（その他資格要件などに関する問合せ先） 

  サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者に関すること 

神奈川県福祉子どもみらい局福祉部障害サービス課 

事業支援グループ 神尾 

〒２３１－８５８８ 横浜市中区日本大通１ 

電話  （０４５）２１０－４７１７ 

ﾌｧｸｼﾐﾘ （０４５）２０１－２０５１ 

 

  相談支援従事者に関すること 

神奈川県福祉子どもみらい局福祉部障害福祉課 

企画グループ 藤岡 

〒２３１－８５８８ 横浜市中区日本大通１ 

電話  （０４５）２８５－０５２８ 

ﾌｧｸｼﾐﾘ （０４５）２０１－２０５１ 

 

【会場案内】 

「ユニコムプラザさがみはら」 

 相模原市南区相模大野 3-3-2 bono 相模大野サウスモール 3 階 

・電車でご来場の方へ 

相模大野駅中央改札口から北口デッキに出て、左手に進むと「ボーノ相模大野」がみ

えます。そのままボーノ相模大野 2F の中央通路を進み、エスカレーターで 3 階にお上

りください。 
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「ウィリング横浜」 

横浜市港南区上大岡西 1-6-1 ゆめおおおかオフィスタワー内 

・電車でご来場の方へ 

京浜急行/横浜市営地下鉄 「上大岡」駅下車 徒歩 3 分 

 

「おだわら市民交流センターUMECO」 

小田原市栄町一丁目 1 番 27 号 

・電車でご来場の方へ 

小田急線/JR 東海道本線他 「小田原」駅下車 徒歩 3 分 

 



令和７年度神奈川県
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者・相談支援従事者
 専門コース別研修（就労支援）

カリキュラム

講義
時間
（分）

項目

30 就労支援の動向

30
就労系サービスにおけるサービス管理責任者と相談支援専門員
の役割（講義）

90 就労支援のプロセスと就労系サービスの役割（講義）

30 職業準備性とアセスメント（講義・演習）

80 企業と経営の基礎理解（講義・演習）

45 職務分析等と作業指導（講義・演習）

60 就労支援におけるケアマネジメント（講義）

55 ケースから学ぶ就労支援プロセスの実際（演習）

演習

時間
（分）

項目

事務局アナウンス

ガイダンス

60 職業準備性とアセスメント（講義・演習）

70 企業と経営の基礎理解（講義・演習）

105 職務分析等と作業指導（講義・演習）

185 ケースから学ぶ就労支援プロセスの実際（演習）

30 研修の振り返り（講義）

事務局アナウンス

修了証書交付

終了

※カリキュラムは一部変更がある場合があります。


